
障害年金を請求される皆様へ

障害年金の初診日証明書類のご案内
（初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合）

● 障害年金では、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付し
ていること等を支給要件としていることから、傷病の初診日を特定するために、初診
日証明書類を提出いただいています。

● 初診日証明書類としては、通常は、初診時の医療機関が作成した受診状況等証明書
（様式１：６・７ページ）または診断書をご提出いただくことになります。

● 一方、過去にさかのぼって障害年金を請求する場合など、初診時の医療機関の証明を
得ることが難しい場合もあるため、こうした場合には、請求される方の状況に応じて、
別途の初診日証明書類をご用意いただけるようにしています。

初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合の対応方法
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１．
20歳以降に初診日
がある場合

⑵ 初診日頃に受診した医療機関の医療従事者による第三
者証明（１通）を用意する

⇒ 詳しくは２ページをご覧下さい。

⑴ 第三者証明（２通）と 参考資料を用意する

⇒ 詳しくは２ページをご覧下さい。

２．
20歳前に初診日が
ある場合

⑴ ２番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況等証
明書または診断書を用意する

⇒ 詳しくは３ページをご覧下さい。

⑵ 第三者証明（２通）を用意する

⇒ 詳しくは４ページをご覧下さい。

以下のいずれかにより、初診日証明書類をご用意ください。ご用意いただいた書類に基
づき、お申立の初診日を障害年金の初診日として認められるかどうか判断いたします。

※上記の方法での対応が難しい場合でも、その他の証明方法によって証明できる場合が
あります（詳しくは５ページをご覧下さい）。

⑶ 初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医
療従事者による第三者証明（１通）を用意する

⇒ 詳しくは４ページをご覧下さい。

（注）20歳前に初診日があって、その初診日が厚生年金加入期間であった場合は、障害厚生年金の支給対象とな
るため、「１．20歳以降に初診日がある場合」に基づく対応が必要になります。

お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターまでお願いいたします。
【年金事務所等の所在地】 https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html



以下の①及び②の資料をご用意ください。

① 受診状況等証明書が添付できない申立書 【様式２：８・９ページ】
様式２の裏面（９ページ）をご覧いただき、必要事項を記入してください。

② 初診日頃に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明書（１通）【様式
３：10ページ】

✔ 初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師・看護師等の医療従事者が、直接的に
見ていた請求者の初診日頃の受診状況を申し立てることが必要です。

✔ １名の医療従事者による証明が必要です。

✔ 医療従事者の方におかれては、第三者証明書記入要領（様式４：11・12ページ）をご
覧いただき、必要事項を記入してください。

✔ 請求者の三親等内の親族は、第三者証明を行えません。

以下の①～③の資料をご用意ください。

① 受診状況等証明書が添付できない申立書 【様式２：８・９ページ】
様式２の裏面（９ページ）をご覧いただき、必要事項を記入してください。

② 初診日に関する第三者証明書（２通）【様式３：10ページ】
✔ ２名の第三者の方による証明が必要です。

✔ 第三者の方におかれては、第三者証明書記入要領（様式４：11・12ページ）をご覧いた
だき、必要事項を記入してください。

✔ 請求者の三親等内の親族の方は、第三者証明を行えません。

✔ 第三者証明は、以下の㋐～㋒のいずれかに該当する内容であることが必要です。
㋐第三者証明を行う方が、請求者の初診日頃の受診状況を直接的に見て認識していた場

合に、その受診状況を申し立てるもの
㋑第三者証明を行う方が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初診日頃に、請求者

の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるも
の

㋒第三者証明を行う方が、請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね５年以上前に、
請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立
てるもの

③ 請求者が申し立てた初診日に関する参考資料
以下のような、申し立てた初診日について客観性が認められる資料をご用意ください。
✔ 診察券 ✔ 入院記録 ✔ 医療機関や薬局の領収書
✔ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
✔ 障害者手帳の申請時の診断書 ✔ 交通事故証明書
✔ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
✔ 事業所等の健康診断の記録 ✔ 健康保険の給付記録（レセプトを含む） など
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１．20歳以降に初診日がある場合

⑴ 第三者証明（２通）と参考資料を用意する方法

⑵ 初診日頃に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明（１通）を用
意する方法



以下の①及び②を満たしている場合に、２番目以降に受診した医療機関が作成し
た受診状況等証明書（様式１：６・７ページ）または診断書をご用意いただいた場
合は、請求者が申し立てた初診日が認められます。

①２番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であ
ることが確認できる場合 ※以下の㋐または㋑が該当します。

㋐２番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳６カ月前である場合
※ 障害認定日は原則として初診日から１年６カ月をすぎた日となるため、２番目以降の医療機関

の受診日が18歳６カ月前にあることが必要です。

㋑２番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳６カ月～20歳到達日以前にあ
り、20歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やけがが治った場合（症
状が固定した場合）

※ 症状が固定した日が障害認定日となるため、２番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳６カ月
より後であってもかまいません。

② その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

【具体例】

初診が10歳時のＡ病院の場合でも、17歳で受診したＢ病院の証明がある場合、障害
認定日は20歳到達日以前であることが確認できるため、Ａ病院の証明は不要です。
（Ｂ病院の受診前に厚生年金加入期間がない場合）

10歳 17歳

Ａ病院（初診） Ｂ病院（受診）

20歳到達

１年６カ月 請求

B病院の証明

２．20歳前に初診日がある場合

⑴ ２番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書
を用意する方法

※ 以下の①及び②を満たしている場合に、受診状況等証明書が添付できない申立書（様式

２：８・９ページ）及び18歳６カ月前の日が交付日として記載されている障害者手帳をご

用意いただいた場合も、請求者が申し立てた初診日が認められます。

①障害年金を請求している傷病に関して18歳６カ月前に障害者手帳の交付を受けている

場合

②その障害者手帳の交付日前に厚生年金の加入期間がない場合
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（注）20歳前に初診日があって、その初診日が厚生年金加入期間であった場合は、障害厚生年金の支給
対象となるため、「１．20歳以降に初診日がある場合」に基づく対応が必要になります。



２．20歳前に初診日がある場合（続）

⑵ 第三者証明（２通）を用意する方法
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以下の①及び②の資料をご用意ください。

① 受診状況等証明書が添付できない申立書 【様式２：８・９ページ】
様式２の裏面（９ページ）をご覧いただき、必要事項を記入してください。

② 初診日に関する第三者証明書（２通）【様式３：10ページ】
✔ ２名の第三者の方による証明が必要です。

✔ 第三者の方におかれては、第三者証明書記入要領（様式４：11・12ページ）をご覧い
ただき、必要事項を記入してください。

✔ 請求者の三親等内の親族の方は、第三者証明を行えません。

✔ 第三者証明は、以下の㋐～㋒のいずれかに該当する内容であることが必要です。
㋐第三者証明を行う方が、請求者の初診日頃または20歳前の時期の受診状況を直接的

に見て認識していた場合に、その受診状況を申し立てるもの
㋑第三者証明を行う方が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初診日頃または20

歳前の時期に、請求者の初診日頃または20歳前の時期の受診状況を聞いていた場合
に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの

㋒第三者証明を行う方が、請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね５年以上前に、
請求者の初診日頃または20歳前の時期の受診状況を聞いていた場合に、その聞いて
いた受診状況を申し立てるもの

⑶ 初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者による第
三者証明（１通）を用意する方法

（注）20歳前に初診日があって、その初診日が厚生年金加入期間であった場合は、障害厚生年金の支給
対象となるため、「１．20歳以降に初診日がある場合」に基づく対応が必要になります。

以下の①及び②の資料をご用意ください。

① 受診状況等証明書が添付できない申立書 【様式２：８・９ページ】
様式２の裏面（９ページ）をご覧いただき、必要事項を記入してください。

② 初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明
書（１通） 【様式３：10ページ】

✔ 初診日頃または20歳前の時期に請求者が受診した医療機関の担当医師・看護師等の医
療従事者が、直接的に見ていた請求者の初診日頃または20歳前の時期の受診状況を申し
立てることが必要です。

✔ １名の医療従事者による証明が必要です。

✔ 医療従事者の方におかれては、第三者証明書記入要領（様式４：11・12ページ）をご
覧いただき、必要事項を記入してください。

✔ 請求者の三親等内の親族は、第三者証明を行えません。



３．その他の証明方法

〔㋐の例：一定期間内に国民年金のみ加入〕

⇒ 上記の①～③の資料をご用意ください。

⑴ 初診日が存在する期間を証明する参考資料を用意する方法

● 以下の①～③の資料をご用意ください。

● 以下の①～③の資料によって初診日が一定期間内にあることが確認された場合であって、以下の㋐～
㋓のいずれかに該当した場合は、請求者が申し立てた初診日が認められます。

㋐その一定期間中、同一の年金制度（国民年金または厚生年金）に継続的に加入しており、当該期
間中のいずれの時点においても年金保険料納付要件を満たしている場合

㋑その一定期間の全期間が20歳前の期間である場合（当該期間内に厚生年金加入期間がある場合
を除く）

㋒その一定期間の全期間が60歳～65歳の期間であり、当該期間中のいずれの時点においても年金
保険料納付要件を満たしている場合（当該期間内に厚生年金加入期間がある場合を除く）

㋓その一定期間中、異なる年金制度（国民年金と厚生年金など）に加入しており、当該期間中のい
ずれの時点においても年金保険料納付要件を満たしており、かつ、④の請求者が申し立てた初
診日に関する参考資料をご用意いただいた場合＊

＊ただし、申し立てた初診日が国民年金の加入期間、20歳前の期間または60歳～65歳の期間である場合は、
④の参考資料は不要です。

〔ご用意いただく資料〕
① 受診状況等証明書が添付できない申立書 【様式２：８・９ページ】
様式２の裏面（９ページ）をご覧いただき、必要事項を記入してください。

② 一定期間の始期に関する参考資料
以下のような、初診日が存在する一定期間の始期に関する資料をご用意ください。
✔ 就職時に提出した診断書
✔ 人間ドックの結果（発病していないことが確認できる資料）
✔ 職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する

資料 など

③ 一定期間の終期に関する参考資料
以下のような、初診日が存在する一定期間の終期に関する資料をご用意ください。
✔ ２番目以降に受診した医療機関による証明 ✔ 交付日の記載された障害者手帳 など

④ 請求者が申し立てた初診日に関する参考資料 ※上記の㋓のときのみ必要です
以下のような、申し立てた初診日について客観性が認められる資料をご用意ください。
✔ 診察券 ✔ 入院記録 ✔ 医療機関や薬局の領収書
✔ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書 ✔ 障害者手帳の申請時の診断書
✔ 交通事故証明書 ✔ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
✔ 事業所等の健康診断の記録 ✔ 健康保険の給付記録（レセプトを含む） など

〔㋓の例：一定期間内に国民年金と厚生年金に加入〕

⇒ 上記の①～④の資料をご用意ください。

国民年金

始期 請求者申立ての初診日 終期

初診日が存在する一定期間

国民年金

始期 請求者申立ての初診日 終期

厚生年金

初診日が存在する一定期間

⑵ 初診日の記載された、請求の５年以上前に医療機関が作成したカルテ等を用意する方法
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以下の①及び②の資料をご用意ください。

① 受診状況等証明書が添付できない申立書 【様式２：８・９ページ】
様式２の裏面（９ページ）をご覧いただき、必要事項を記入してください。

② 請求の５年以上前に医療機関が作成したカルテの写し等であって、請求者が申し立てた他の
医療機関での初診日が記載されているもの



6

様式１ 受診状況等証明書（表面）

【様式掲載URL】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140421-20.files/0000012239XWI83snsjt.pdf
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様式１ 受診状況等証明書（裏面）
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様式２ 受診状況等証明書が添付できない申立書（表面）

【様式掲載URL】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140421-20.files/0000012240LLUrWQRKWy.pdf
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様式２ 受診状況等証明書が添付できない申立書（裏面）



10

様式３ 初診日に関する第三者証明書

【様式掲載URL】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/2018042601.files/1001-01.pdf
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様式４ 初診日に関する第三者証明書記入要領（表面）

【様式掲載URL】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/2018042601.files/4.pdf
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様式４ 初診日に関する第三者証明書記入要領（裏面）


